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学校法人大阪産業大学　行動指針 私立大学版 ガバナンス・コード該当区分 実施状況 解説

1-1 建学の精神 〇 －
1-2 教育と研究の目的 〇 －
4-1 学生に対して △ 1～４
4-1 学生に対して
4-2 教職員について
4-3 社会に対して

○ －

2-1 理事会  ・ 2-2 理事
2-3 監事  　・ 2-4 評議員会
2-5 評議員

○ ―

4-4 危機管理及び法令遵守 ○ ―
1-2 教育と研究の目的 ○ ―
4-4 危機管理及び法令遵守 △ ５
4-2 教職員等について △ ６
4-1 学生に対して ○ ―

2-1 理事会
3-1 学長 ・ 3-2 教授会

○ ―

― ○ ―

5-1 情報公開の充実 ○ ―

1-2 教育と研究の目的
4-3 社会に対して

△ 7～８

※ 点検対象期間：令和5年10月1日～令和6年7月31日／点検実施期間：令和6年8月1日 ～8月23日
」

　　4-2　学園の社会的責任など

※ 学校法人大阪産業大学 行動指針は、「日本私立大学協会憲章 私立大学版ガバナンス・コード＜第１版＞」に準じ策定されています。 

　　3-2　中高の意思決定

第4章　社会に対する責務

　　4-1　情報公開

　　学校法人大阪産業大学 職員の行動指針
第3章　学校における意思決定(ガバナンス)

　　3-1　大学の意思決定

　　2-3　中長期計画などに基づく学園運営
　　2-4　リスク管理と危機対応
　　2-5　職場と職員

第2章　適切な学園運営(ガバナンス・法令遵守)

　　2-1　経営管理

　　2-2　ガバナンスを担保する仕組み

　　1-2　教育と研究の目的
　　1-3　学生・生徒に対して

　　1-4　教育の質の向上のために

【実施状況評価】〇全項目実施　　△一部項目未実施　　×全項目未実施　

第1章　教育に対する取組
　　1-1　建学の精神と人材像



実施状況の解説（点検結果）
第1章　教育に対する取り組み
１-３ 学生・生徒に対して
◎教育の方針の明確化と成果の公表

◎学校間の連携

第２章　適切な学園運営（ガバナンス・法令遵守）
２-４ リスク管理と危機対応
◎危機対応

２-５ 職場と職員
◎人財育成など

第4章　社会に対する責務
４-２ 学園社会的責任など
◎地域との連携

【大学】… 大阪産業大学および大阪産業大学大学院

【産大高】… 大阪産業大学附属高

【桐蔭中高】… 大阪桐蔭中高

【法人】… 法人本部事務局

【共通】… 法人、大学、大学院、中高

【中高】… 大阪産業大学附属高・大阪桐蔭中高

8
地域と連携強化を図るとともに、地域への貢献を果たすことで、地域から信頼される学校運営に努めます。

【桐蔭中高】新型コロナの影響で途切れた地域との関係の再構築を目指している状況である。

学生・生徒の安全、健康、利便性を優先した計画的なキャンパス整備を行います。

【桐蔭中高】本館と東館が離れており、生徒の安全・利便性の観点より校舎の隣接設置が課題となっている。
2

ボランティア活動や課外活動を通して、地域との交流を図ります。

【桐蔭中高】新型コロナの影響で途切れた地域との関係の再構築を目指している状況である。
7

【共通】体系的なBCP策定に向け検討段階の状況である。

６
環境の変化に対応するため、また職員の能力を最大限に発揮できるようにするため、賃金制度など人事制度の見直しを行います。

【法人】職員の能力を最大限に発揮し外部環境の変化に対応すべく、人事制度の見直しを検討、推進中である。

５
大規模災害時の事業継続計画（BCP）の策定に取り組みます。

４

大学・産大高校・桐蔭高校間で、クラブ合同練習や施設の有効利用など、スポーツ活動の連携を図ります。

【共通】大学グラウンドの整備が進んでおり、大学、高校での施設の区分けが改善されることが見込まれる。なお、施設の有効利用につ
いては今後も検討を要するところでる。また、合同練習などの交流が一部のクラブに留まっているため、これを拡充することが課題と
なっている。

３

産大高校において、大阪産業大学入学後に単位認定される授業や、大学との合同海外研修などを実施します。

【共通】大阪産業大学入学後に単位認定される授業については今後の課題となっている。また、コロナの影響が低減したことにより、高
大連携事業が復活しているが運営上の課題が残されている。

１

CALL教室、ランゲージ・カフェ、クリエイトセンター、学習支援センターなどを有効に機能させ、その学修成果の向上に努め、その成
果を公表します。

【大学】ランゲージ・カフェ、クリエイトセンターについて学内広報が十分ではなくWeb等を活用して有効に機能させること、および、
成果の確認・公表は行っておらず、今後の検討課題となっている。
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